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１． はじめに 

この安全報告書は、鉄道事業法及び軌道法第２６条において準用する鉄

道事業法第１９条の４に基づき、当社の輸送安全確保における前年度の実

績や本年度の実施計画により作成、公表することによって、輸送安全に対

する考えを利用者の方々に知って頂くものであります。 

２． ご利用のお客様、地域の皆様へ 

弊社の鉄軌道事業運営に対して、日頃のご利用、ご支援、ご協力賜って

おりますことに深く感謝申し上げますとともに、安全安心を最重点にハー

ド・ソフト両面から社員一同取り組んでまいります。 

地域経済は持ち直しの動きに一服感がみられ、経済社会活動を継続して

いく中で、新型コロナの感染拡大による影響や供給面での制約、原材料価

格の動向による下揺れリスクなどに十分注意する必要があります。 

地域鉄道を取り巻く環境は、少子高齢化やモータリゼーションの進展など

に伴い、極めて厳しい状況が続いていることに加え、２年以上にもおよび新

型コロナによる輸送人員、運輸収入への大きな影響を受けています。 

こうした中、新型コロナの状況をみながら企画電車の再開や Vieｗポイン

トラリー、国際交流電車運行など新たな企画の実施に努めました。さらに、

「ふるさとギャラリー開館５周年記念ドラえもん乗車券」や「吉久こしの３

周年乗車券」、「万葉線電車・吉久こしの新グッズ」の発売などネット販売に

対応した企画を充実しました。 

安全運行を図るため、鉄軌道の重軌条化、電路・踏切保安設備等の整備な

どの設備改良の実施、教育訓練等の充実とともに運転士の採用や技術社員の

確保などハードとソフトの両面で積極的に取組みました。 

令和４年度は、新型コロナによる影響が見通せず、依然として厳しい経営

状況が続くと考えています。 

一方、県内各都市においては、北陸新幹線を活かした観光客や移住者の取

り込み、企業立地の推進など各種施策が行われるとともに、「とやま呉西圏

域連携中枢都市圏」の取組も進められており、地域経済の活性化や交流人口

の拡大等が図られています。 

 地域交通の重要な役割を担う万葉線におきましては、国、富山県、高岡・

射水両市、各種団体等のご支援とご協力をいただきながら、沿線の皆様との

連携のもと、「より安全・安心・安定した良質の輸送サービスの提供」を基

本に、「運輸収入の確保と業務の効率化」に一層努め、「年間 100万人以上の

輸送人員」を目指してまいります。 

  代表取締役社長  中村 正治 



３． 輸送の安全確保に関する基本方針 

 輸送の安全確保を最優先させるため、社長をはじめ全社員の安全に係

わる行動の規範として「綱領」に定め、常に意識し実践していきます。 

綱領 

① 安全の確保は輸送の生命である。 

② 規程の遵守は安全の基礎である。 

③ 執務の厳正は安全の要件である。 

   ・人命救助を最優先に行動し、最も安全適切な処置をとる。（危険＝停 

止） 

    ・連絡、報告、打ち合わせを綿密に行い、情報を共有し透明性を確保す 

    る 

   ・常に問題意識を持ち、訓練と自己研鑚に励む。 

４． 近年発生した重大事故の対策について 

４－１【平成３０年７月２１日中新湊駅構内で発生した車両脱線事故】 

実施している対策 

（１）曲線半径２００ｍ以上の曲線箇所に対し、摩擦力を低下させる

ため適宜塗油作業を行っております。 

（２）夏期には、散水装置を活用しレール温度の管理をし、合わせて継

目箇所の確認を行い、遊間を管理しております。 

（３）脱線防止ガード設置個所については、レールの摩耗量を測定し

摩耗が進行した場合には、外軌レールの交換と合わせて摩耗防

止レールを設置致します。 

（４）摩耗防止レール設置個所は、摩耗防止レールの摩耗量を継続し

て監視し、摩耗量が普通レールの交換基準値になった場合には

交換を行います。 

（５）併用軌道区間の曲線においては、内軌側のフランジウエイ幅の

管理を行い、広くなる前にアスファルト補修を行います。 

４－２【平成３１年１月３０日新吉久停留場付近で発生した車両脱線事故】 

実施している対策 

（１）計画的に進めている重軌条化工事と合わせて道床交換工事を行

う際は、PC まくら木化により軌間保持機能を確保する。尚、暫

定措置として計画的にゲージタイを設置致します。 

       軌道区間については、アスファルト舗装の改修時にレール締結

状態を確認するとともに、犬くぎの増し打ち及びウッドストラ

ットを設置致します。 



   （２） 定期検査のほか徒歩巡視及び曲線区間のレール塗油時に軌間の

測定を行い、軌間変位の管理の強化をしております。 

    （３） 軌間変位が生じた際、レールにアスファルトが押され隙間が生

じることを利用し、動的な軌間拡大の把握方法を新たに行うた

め、レール側面部のアスファルト舗装の隙間の管理を実施して

おります。 

（４） アスファルト舗装の隙間の増加及び前回の軌間計測値との比較

を行い、基準値内であっても急激に軌間が大きくなった個所に

おいては、アスファルトを掘削し犬くぎの支持状況を直接確認

致します。なお、レール交換を実施する際は、併せてガードレ

ールを設置致します。 

４－３ 【令和２年４月６日に急患医療センター前交換場所において、信号を

冒進するインシデント】 

実施している対策 

 作業マニュアルを定め、教育訓練を継続的に実施し周知・徹底を行

っている。 

５． 令和３年度の事故発生状況 

重大事故 － － － ０件 

インシデント － － ０件 

 自動車との接触事故は１件発生し、内容は道路障害事故でした。弊社

では、『譲る気持ちと待つゆとりある運転』を実践し接触事故の減少に

努めており、昨年度より接触事故が６件減少しました。沿線の皆様に

は、交差点付近及び右折などで軌道敷内に進入する際は後方確認を行い

軌道敷外で電車が通過するのを待って右折及び横断を開始するようお願

いします。輸送障害事故は５件発生し、昨年度より６件減少しました。

内３件は車両故障によるもので、点検整備を強化し、再発防止に努めて

まいります。大雪の際には運休期間もあり、お客様に大変ご迷惑をお掛

けして申し訳ございませんでした。今後も道路管理者との連携を強化

し、運休期間の短縮に努めてまいります。 

※インシデント ‐‐‐ 事故が発生する恐れのある事象 

※道路障害事故 ‐‐‐ 踏切道以外の道路で車両が道路を通行する車 

両等と衝突し、又は接触し人の死傷を生じる 

おそれのある程度以上の衝撃を伴った衝突又 

は接触した事故 

   ※輸送障害事故 ‐‐‐ 気象の影響等により車両の運転を休止したも 

の又は、３０分以上の遅延を生じたもの 



６． 安全管理体制 

社長をトップとする安全管理組織を構築し運用しています。この組織の中で、

安全統括管理者、運転管理者、乗務員指導管理者、技術管理者がそれぞれの責

任を明確にして、現場実態を的確に把握し、傷害事故・運転事故の絶滅に取り

組みます。 

 

安全管理体制 

 

社長をトップとする安全管理体制を構築し、各責任を明確にして、現場実態を

的確に把握し、傷害事故、運転事故の絶滅に取り組むこととする。 

 

社 長 

 

 

役 員 

 

 

専 務 

（総務部長兼務） 

 

 

安全統括管理者                         総務課長 

（運輸部長） 

                                                   

 

運転管理者      技術管理者                           

（軌道課長）      （技術課長） 

 

 

乗務員指導管理者 

（軌道課主任） 

 



役    職 役      割 

社    長 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 

専務 

（総務部長兼務） 

輸送の安全確保に必要な設備投資、財務、要員に関す 

る事項を統括管理する。 

運 輸 部 長 

（安全統括管理者） 
輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する。 

軌 道 課 長 

（運転管理者） 

安全統括管理者の指導の下、電車の運行、運転士の資

質の保持、その他運転に関する業務を統括管理する。 

軌 道 課 主 任 

（乗務員指導管理者） 

運転管理者の下、運転士の資質の保持に関する事項を

管理する。 

技 術 課 長 

（技術管理者） 

安全統括管理者の指導の下、施設、電気、車両に関す

る事項を統括管理する。 

総 務 課 長 

輸送の安全確保に必要な設備、財務、要員に関する事

項を管理する。 

 

 

 

 

 



７． 安全対策の実施状況 

（１）施設 

・線路設備    重軌条化工事(中新湊～東新湊間、東新湊～海王丸 

間)、不良枕木交換、レール交換(中伏木～吉久間) 

(車庫線)、レール肉盛溶接(高岡駅構内)、ゲージタイ 

設置（六渡寺駅～中伏木駅間）、    

・踏切保安設備  制御機器の更新（越ノ潟）、高岡駅連動装置更新 

・電路設備    碍子交換、電柱の更新（東新湊～新町口間） 

・車両検査    電源装置・冷房装置設置（７０７４号）、全般検査 

重要部検査、低床車両の車輪交換 

   ・その他     軌道区間の舗装点検及び管理台帳のソフト化 

            車内カメラの設置（防犯用） 

 

（２）教育訓練及び社内での取り組み 

４月  踏切安全指導（西新湊構内踏切） 

春の全国交通安全運動期間中 交通安全指導（片原町停留場） 

５月  安全輸送サービス向上旬間 

７月  夏の交通安全県民運動 

右折車両への交通安全指導（８号線下交差点） 

    事故防止会議 （机上教習） 

８月  安全輸送サービス向上旬間 

９月  秋の全国交通安全運動 交通安全指導（新吉久、吉久停留場） 

 高齢者の踏切安全指導（リーフレット配布） 

    スピーディー（運転曲線図）講習 （ウエーブ） 

 全国路面軌道連絡協議会 （電気、土木部会研修 書面） 

１０月 全国路面軌道連絡協議会 （運転、車両部会研修 書面） 

    運転管理者・鉄道保安連絡会議 （ウエーブ） 

１１月 地震発生に伴う列車の津波避難誘導訓練     

    事故防止会議（運転関係従事員適性検査） 

１２月 年末年始輸送安全総点検 交通安全指導（片原町停留場） 

    除雪対策会議 

令和４年３月  事故防止会議（机上教習） 

 

 

 

 



踏切安全指導、交通安全指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重軌条化工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度の実施計画 

（１）令和４年度の安全目標 

・重大事故、人身事故ゼロ 

・接触事故、輸送障害事故の抑制 

 

（２）令和４年度の施設整備計画 

・線路設備     重軌条化工事（レール交換、ＰＣ枕木化、海王丸駅

～東新湊駅間）、路盤補修（能町口～米島口間） 

            吉久区画線カラー舗装                    

・信号保安設備   常置信号機の更新（広小路） 

高岡駅連動装置の更新 

  ・踏切保安設備   制御機器の更新（西新湊） 

・電路設備     碍子の交換、スパン線及び支線張替（米島口～新能 

町間、高岡駅～片原町） 

電車線更新（末広町～片原町） 

ポイントヒーター（米島口） 

・車両検査     全般検査、重要部検査、台車検査、低床車両の車輪 

交換、電源装置・冷房装置設置（７０７６号） 

          ＡＴＳ整備、主抵抗器更新、運賃表示器更新 

  ・その他      風速計更新、電停接近表示更新、電停再塗装 

            側溝新設（内川カーブ） 

 

（３）令和４年度の教育訓練及び社内での取組計画 

４月  踏切安全指導（西新湊構内踏切） 

春の全国交通安全運動期間中 交通安全指導（片原町停留場） 

５月  安全輸送サービス向上旬間 

７月  夏の交通安全県民運動 

右折車両への交通安全指導（８号線下交差点） 

    運転関係従事員適性検査講習会 

８月  安全輸送サービス向上旬間 

    事故防止会議（実地教習） 

９月  秋の全国交通安全運動 交通安全指導（新吉久、吉久停留場） 

 高齢者の踏切安全指導 

 職場環境及び健康診断実施状況会議 

 全国路面軌道連絡協議会（電気、土木部会研修） 

 



１０月 全国路面軌道連絡協議会（運転、車両部会研修） 

    運転管理者・鉄道保安連絡会議 

１１月 地震発生に伴う列車の津波避難誘導訓練     

    運転関係従事員適性検査講習会 

１２月 事故防止会議（机上教習） 

年末年始輸送安全総点検 

    除雪対策会議 

令和５年２月  運輸安全マネージメント内部監査研修 

３月 事故防止会議（机上教習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８． 沿線の皆様にお願い 

 

※「道路交通法第２１条及び第３１条をお守りください。」 

 

（１）お車を運転される方は、事故防止のため軌道敷内に入る際は、 

後方から電車が接近してないか必ずご確認下さい。また、接近 

してきた場合には速やかに軌道敷外に出る等、電車の運行に支 

障を及ぼさないようにお願いします。電車は急に止まれません。 

（２）電車が停留場に停車している場合、お客様が乗降されます。 

付近を通過する時は、一旦停止又は徐行運転をお願いします。 

（３）線路内に入ることや無理な踏切横断は、大変危険です。踏切は、 

手前で一旦停止し、踏切内の安全を確かめ通行いただだくよう 

御協力下さい。 

 

  

 

 

 

 

 



 


